
教育研究評議会議事要旨 

 

日 時 平成１８年１０月２４日（火）１３時３０分～１４時３５分 

場 所 事務局４０１会議室 

出席者 宮原総長、 

鈴木(理事)、鷲田(理事)、馬越(理事)、馬場(理事)、仁科(理事)、北見(理事)、橋本(理事)、 

天野、江川(文)、近藤、熊倉(人)、三成、竹中(法)、本多、三野(経)、小谷、金澤(理)、 

川野(医)、高田、森崎(歯)、山元、小林(薬)、豊田、谷口(工)、西田、戸部(基)、 

金崎、木村(言院)、髙阪、床谷(国院)、西尾、今瀬(情)、近藤、長田(生)、松川(高)、川合(産)、 

月原(蛋)、池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、雫石(歯病)、中村(図)、古城(留)、高杉(大)、 

土岐(核)の各評議員 

 

オブザーバー 小泉(総長補佐)、大和谷(総長補佐)、辻(総長補佐) 

 

欠席者    遠山(医)、木下(微)、下條(サ)、三間(レ)各評議員 

 

 

○事務局部長の異動の紹介 

10 月 1 日付けで他機関から異動のあった部長及び 11 月 1 日付けで他機関へ異動する部

長の紹介があった。 

 

○前回議事要旨（案）の確認 

前回（9月 20 日）の議事要旨（案）について、特に意見等があれば 10月 27 日（金）ま

でに総務部総務課へ提出の上確定することとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、

原案のとおり確定した。） 

 

 

議       事 

 

〔報告事項〕 

１ 各種委員会報告について 

(1) 教育課程委員会（ 9月 27 日開催） 

「証明書の発行について」他４件の審議結果について、配付資料に基づき報告があ

った。 

 

(2) 学生生活委員会（10月 11 日開催） 

「平成 18年度大学祭期間中の課外活動行事への応募企画及び経費援助について」他

３件の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。 

 



２ 経営協議会（平成 18年度第 2回）の開催について 

10 月 11 日(水)に中之島センターにおいて開催された経営協議会の議事内容について、

配付資料に基づき報告があった。 

 

３ 平成 18年度大学基盤推進経費（第 2次）の配分について 

大学基盤推進経費の平成 18年度第 2次の配分事項及び配分額について、配付資料に基

づき報告があった。 

 

４ 平成 18年度特色ある大学教育支援プログラム等採択状況について 

文部科学省が公募した平成 18年度「特色ある大学教育支援プログラム」他 4件の本学

の採択状況について、配付資料に基づき報告があった。 

 

５ 平成 19年度学生募集要項について 

平成 19 年度入学者選抜要項及び各学部の決定事項等に基づき配付資料のとおり平成

19年度学生募集要項を作成した旨の報告があり、本教育研究評議会終了後に受験志願者、

報道機関等に公表する旨説明があった。 

 

６ 平成 17年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 

国立大学法人評価委員会が行った本学の平成 17 年度に係る業務の実績に関する評価

の結果について、配付資料に基づき報告があった。 

 

７ 教員の懲戒について 

教員の懲戒事案について、次のとおり報告があった。 

・         から本評議会に対し、      に係る懲戒事案の教授会に

おける審議結果について通知があったこと。 

・ 教授会が懲戒処分についての審議結果を当該教員に通知した後、不服審査の申し

立てがあった場合には、本評議会に不服審査委員会を設置することとなり、このた

び、   から不服審査の申し立てがあったこと。 

・ 今後、不服審査委員会において審議し、同委員会は審議終了後速やかに審議結果

を本評議会に報告することとなること。 

・ 本評議会は、不服審査委員会の審議結果に基づいて審議することとなること。 

 

８ 学生の懲戒について 

本日開催した補導会議において学生の懲戒処分を決定した旨報告があった。 

 

 

〔審議事項〕 

１ 平成 19年度大学祭実施に伴う臨時休業措置について 

平成 19年度の大学祭の実施期間を平成 19年 11 月 1日（木）から 5日（月）までとす

ることに伴い、11月 1日（木）、2日（金）及び 5日（月）の３日間を臨時休業日とする

ことについて提案があり、審議の結果、異議なく承認された。 



 

２ 学内規程の制定及び一部改正について 

(1) 吹田地区事業場高圧ガス危害予防規程の制定 

(2) 豊中地区事業場高圧ガス危害予防規程の制定 

(3) 医学部附属病院・歯学部附属病院事業場高圧ガス危害予防規程の制定 

(4) 研究倫理審査委員会規程の一部改正 

(5) 就業規則等の制定及び一部改正 

①教職員就業規則の一部改正 

②任期付教職員就業規則の一部改正 

③非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部改正 

④非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則の一部改正 

⑤非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則の一部改正 

⑥任期付嘱託職員等就業規則の制定 

⑦任期付嘱託職員等給与規程の制定 

⑧任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の制定 

⑨任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の制定 

⑩大阪大学の作成する就業規則の種類及びその適用者に関する規程の一部改正 

⑪基本給表等の適用に関する細則の一部改正 

⑫教職員労働災害補償規程の一部改正 

⑬非常勤職員（定時勤務職員）就業規則の一部改正 

⑭非常勤職員育児・介護休業等に関する規程の一部改正 

⑮教員の人事等に関する特例規程の一部改正 

⑯教職員給与規程の一部改正 

⑰任期付教員の人事等に関する特例規程の一部改正 

⑱任期付教職員給与規則の一部改正 

⑲教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正 

⑳ティーチング・アシスタントの受入れに関する規程の一部改正 

上記 24件の制定及び改正の趣旨について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、

異議なく承認された。 

 

３ 寄附講座の設置について 

医学系研究科に「美容医療学寄附講座」及び「疼痛医学寄附講座」を設置することに

ついて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。 

 

 

〔その他事項〕 

１ 次回定例教育研究評議会の日程について 

次回の定例教育研究評議会は、11月 15 日（水）13時 30 分から開催することとした。 

 

（以 上） 


